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経 済諸叢(京 都大学)第157巻 第1号,1996年1月

ドイ ツ大 土地 所 有史 小 論
一 ザ クセ ンの ヴ ェ ンツ ェル 家一

の
加 藤 .房.雄

1は じ め に

「ドイ ツ最 大 の 資 本 主 義 的 農 業 経 営 」"に 数 え られ た カ ー ル ・ヴ ェ ン ッ ェ ル

(CarlWentzel)の 「農.1.1複合 体 」2〕(約7,000ヘ ク ター ル規 模)は,ヴ ェ ン ッ 土

ル社 とボ ル ッ ェ(Boltze)社 との企 業 合 同 と して,1915年 に完 成 す る。 そ れ は,

ボ ル ツ ェ家 ゆか りの エ ラ(EllavQnZimme■mam1)と カ ー ル との1906年 の婚 姻

(Zweckheirat)を 機 縁 と して い た 。1876年 生 ま れ の カ ー ルが,知 られ う るか ぎ

りで の ヴ ェ ンッ ェ ル家 六 代 目の 当 主 だ った とす る な らば,エ ラ は,ボ ル ツ ェ杜

の 起 業 者 ヨ ハ ン(Johan皿GottfriedBoltze)の 娘 婿 ッ ィ ム マ ー マ ン

(Zimme㎜ann)の 系 譜 に連 な る婦 人 で あ った3,。

ザ ー レ川 沿 い に 拡 が る ハ レ盆 地 に大 土 地 所 有 を構 え た ヴ ェ ン ッ ェ ル とボ ル

ッ ェが 辿 った 歩 み は,そ れ 自体,ド イ ツ ・ユ ンカ 』 階級 の近 代 史 を見 る上 でQ

興 味 深 い 事 例 と言 って よ い が4,,わ た く しは,す で に二 つ の 小 樹 に お い て,

1)AlfredBues,1万86々 侃 ひ加 ∫theandpolitrscheRateCarlWentzels(9.12.1876-20.12.1944)

α畠趣 痴 ψ加 」醜 聞〃4ハ 伽 砂o〃 ∫`[March血cnschrift1,Hulls(Saale)1972,S.44ff.

.2)拙 稿 二旧 東 独 に お け る 農 業 史研 究 の 最 新 成 果 と そ の意 義 一 批 判 的 継 承 の た め に一 」 「土地

制 度 史 学 」 第138号,1993年,52-53ペ ー ジ,参 照 。

3>Vgと,A,Bues,仏 α.O.,5.38f.

4)ド イ ツ大 土 地 所 有:者 史 に 関 す る精 細 な 実証 分 析 は,さ ほ ど 多 くな い.と い うの が現 状 で あ る 。 こ

の点 とか か わ っ て,ブ ラ ッ クボ ー ン 〔DavidBlockboum)は1987年 に.「 ユ シ カー の土 地 財 産 の

管 理 や 地 方 的 な 社 会 的 ・政 治 的権 力 と の 関連 な ど につ い ての 実 態 は お どろ くほ ど僅 か しか研 究 さ

れ て い な い 。 トム ス ン(F_.P..ThompSQn)が イギ リ スに 関 して 行 った研 究Eπg'納 加 η廊45鋤 か

etyintheNineteenthCentury,London1963,に あ た る よ うな研 究 は,ド イ ツで は 見 あ た らな い 。

しか し,今 日で は 詳 細 な研 究 が,カ リ フ †ル ニ ア 大 学 の 八 一 ゲ ン(WilliamW.Hag.)な ど/
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ドイツ大土地所有史小論.(97)97

「砂 糖 王 」6>ヴェ ンッ ェル 昏 の 論 及 を 行 った こ とが あ る。 そ れ は,一 つ には,

農 業 史 の大 家 ミュ ラー .(Hans-HeinrichMiiller)が,ヴ ェ.ンツ ェ ル の事 例 を,

御 料 地 借 地 人(Domanenpachter)の 独 特 の ブ ル ジ ョア的 性 格 を体 現 した二 典

型 と して 評 価 しつ つ 紹 介 した実 証 研 究"へ の興 味 に端 を発 して い るが,さ ら に,

これ に加 えて,ヴ 土 ン ツェ ル の大 土 地 所 有 は,束 ドイ ツ消 滅 後 の 「広 い意 味 で 「

の ユ ンカ ー 的 大 土 地 所 有 の 部 分 的 復 活 の 一 指 標 」8」と 目さ れ て よ い の で は な い

か,と い うつ こ う二 つ の 問題 関 心 に基 づ い て い た 。

本稿 は,さ しあた り,従.前 か らの こ う.した さ さ や か な 問題 意 識 を踏 襲 しつ つ,

ドイ ツ大 土 地 所 有 の近 現 代 史的 展 開 に関 す る若 干 の 実証 的検 討 の継 続 を,ヴ ェ

ン ツ ェル家 の個 別 事 例 か ら明 らか に さ れ う るか ぎ りで果 た して お くた めの 試 論

的一 小 稿 で あ る。 た だ し.,紙 幅 の 制 約 もあ り,考 察 の対 象 は,ヴ ェ ン ツ ェ ル杜

とボ ル ツ ェ社 の 起 源 を尋 ね た 上 で,独 占 資 本主 義 の成 立 ・展 開期 にお け る ヴ ェ

ン ッ ェル の 「社 会 的 業 績 」',と地 域 管 理 政 策 を分 析 し,最 後 に,ナ チ ズ ム との

協 調 と相 克 の 果 て に,ヴ ェ ン ツ ェル の 処刑 とい う悲 劇 的終 幕 を迎 え る まで の個

別 家 族 史 の 大 筋 を跡 づ け る こ とに 限定 せ ざ る を え な い。 なお,主 要 資 料 と して

は,注1)に 挙 げ た,A.ブ エ ス(AlfredBues)の 学 位 請 求 論 文 を使 用 した が,

有 り体 に言 う と,こ の 論 考 に は,1970年 頃 の東 ドイ ツの 政 治 状 況 が しか ら しめ

た 影 響 か らか,.言 わ ば 公 式 マ ル ク ス主 義 的 な,特 定 の イ デ オ ロギ ー 的 見 地 の混

、 に よ っ て特 定 の ユ ン カ ー経 営 に つ い て行 わ れ つ つ あ る」,ζ 述 べ て い る 。D.ブ ラ ック ボ ー ン ・

G.イ リー ・R.J、 エ ヴ ァン ズ著,望 田幸 男 ・川 越 修 ・工 藤 章 男 ・.小林 聡 入 訳 「イ ギ リ ス社 会

史 派 の ドイ ツ史 論」 晃 洋 書 房,1992年,注26ペ ー ジ,参 照 。

5)拙 稿 「東 エ ルベ に お け る大 土 地 所 有 の 歴 史 的 展 開 につ い て 一 中 ・東 欧 農 業=土 地 制 度 史把 握

の 一視 角一 」 『西 洋 史研 究」 新輯 第23.弓.,1994年,所 収,.そ して,注2}に 挙 げ た 小 稿 を 参 照 。

6)A.B聡s,α.α 、α,S.93五,176u.188.

7).H.一H.MUIIer,P巨chtむ ■undGUte[direktoren.ZurRolleagrarwissenschafdicherIntel・

ligengruppeninderostelbischenLandwirtsehaftimKaiserreich,in=HeinzReif(Hrsg),()∫`産

飯舶8/㎏ 川 ㎎細1廊`ゐ ψ じ川 κα'∫εη瞬ぐぬ 欄 ゐ"伽 既 諭 α解R酔 舶 嫌 五脚r航 画 配η㎞ ～涌8

'η'8鳩5劔 ρo'"汝M露 ε用1∫～鰍 ㎎ ∬`πi'曙.f㎝,Berlin1994,S.267-285.以 下,引 用 は,論 稿 の 主 題

の み(P3[ht町undG〔iてerdirekmren)を 記 す 。

8)前 掲r西 洋 史研 究 』 所 載 の拙 稿,同 誌,169ペ ー ジ,参 照 。

9)Vgl.A.Byes,鳳 侃OL,S.141ff.
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入 と即 断 と言 わ ざ る を え ない 箇 所 が,全 くな い わ け で は な い 。本 稿 に おい て は,

したが って,こ の よ うな イデ オ ロギ ー.的決 め つ け を排 し,史 実 に即 した厳 密 な

個 別 大 土 地 所 有 史 の再 構 成 とい う一 点 に 的 を 絞 って,検 討 を進 め る こ と とす る。

IIヴ ェン ッ ェル=ボ ル ツ ェ両 社 の 系 譜

1「 農業の クル ップIMt一 ル ・ヴ ェンツ ェルの家系u)

ヴェ ン ツ ェ ル 家 の 発 展 の 基 礎 を 築 い た 初 代 の ゲ オ ル ク(GeorgPhilipp,

1734.9.164791.12.1)は,1765年 に,御 料 地(Oberamt)Schraplau(1)を,

プ ロ イセ ン王子 ア ウ グ ス ト.(AugustFerdinand)か ら賃借 りす る。L6derburg

の 畜 耕 可 能 農(BesitzereinesAnspa㎜ αhofes)で あ る と と もに,Gusten在

の騎 士 農場 の借 地 人(Pachter)を も勤 め た ゲ オ ル クは,農 民 地 の売 却 と騎 士

農 場 に お け る 隷 農 搾 取 と に よ っ て 得 た 資 金 を,御 料 地 の借 地 契 約 締 結 用 の

9,834タ ー ラー(Taler>に 達 す る貨 幣 調 達 に振 り向 けた 。 第1表1alは,・ この 金

額 の内 訳 を示 して い る。

ビー ル醸 造 所 と石 灰 製 造 所 を備 え た 御料 地 第1衰 借地 関係の締結

(単位:タ ーラー)シ
ュ ラプ ラウ は,材 木 利 用 権 ・狩 猟 権 ・漁 業

3、⑪⑪0保 証 金

権 を も掌 握 した が ・ そ こで の 封 建 的 関 係 を特1 ,131現 金 支払い

徴 づ けた 要 因 は,言 うま で もな くそ の 農場 経54.契 約手数料.

営・あ・た・…5・ …(M・r9・n)・ 農 饗 箕 論 叢

用 地 に あ って は・ 手 耕 と畜 耕 の 賦 役 が使 わ れ9
,834合 計

て いた 。 ヴ ェ ンツ ェ ル 自身 は,4～5頭 の役

馬 と若 干 の 下僕(Knecht>し か 持 た な か った 。御 料 地 に お け る労 働 力 構 成 は,

第2表u,の とお りで あ る。1742年 の 畜耕 賦 役 条例 に よれ ば,ア ン シ ュペ ナ ー1

人 に は 年104日 に の ぼ る賦 役 が 義 務 づ け られ て い た ので,.も し も,そ の.他の 農

10).H.一H:M司ler,Pachteru皿dGUterdirektり ■㎝,S.273.

it)本 節 は,お も に,A.Bu臨,生 傷.σ.S.1-18肱48,に 依 拠 し て い る 。

12)Ehenda,S、 且 よ り作 成 。

ユ3)Eム8滋,S.3,よ り 作 成 。
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ドイツ大土地所有史小論(99)99

民 た ち もまた,同 一 日数 の賦 役 を 第2表 シュラブラウ農場の労働力

履 行 してい た と仮 定 で き るな ら,

.シ ュ ラプ うウで の賦 役 総 日数 は,

年 間10,088に 達 し,ヴ ェ ン ッ ェ ル.

はム 日に30人 以 上 の労働 力 を使 役

して い た 計 算 に な る,..とA.ブ エ

ス は述 べ て い る。

畜耕賦役農

手 賦 役 農

Anspa皿er

Ha且bsp註nner

Karmer

Handfroner

Kossaten

19人

4

7

6

61

合.計 97人

ヴ ェ.ン ッ ェ ル の 勢 力 範 囲 は,御 料 地 管 理 人(Amtsrat)と し て の 権 限 で 領 民

に 対 す る 裁 判 権 を 握 る こ と に よ り,Oherr6biingen・Nieder∫6hlingen・

Bennstedt・.Melmsdo■f・Asendorf・Schaffsehe-Nieder-Alberstedt・Ober-

Alberstedtの 計 八 つ の 村 落(Amtsdorf)とR6bling農 場(Vorwerk)と の 全

住 民,な ら び に,シ ュ'ラ プ ラ ウ の 市 場 町(Flecken)に 住 む 半 数 の 人 々 に ま で

及 ん だ 。 彼 は,1766年 に は 早 く も 第 二 の 御 料 地 の 賃 借 り に 乗 り 出 す 。 御 料 地

(Unteramt)シ ュ ラ ブ ラ ウ(2>で あ る 。 そ の た め に 要 した 費 用 は5,900タ ー ラ ー

だ っ た 。 彼 は,ま た,755タ ー ラ ー を 前 任 の ペ ヒ タ ー に 支 払 う こ と を も 忘 れ な

か っ た 。 シ ら ラ プ ラ ウ(2)の 借 地 に よ っ て,ヴ ェ ン ツ ェ ル の 勢 力 圏 は,大 幅 に

拡 張 さ れ る 。 当 該 の 御 料 地 管 区(Amtsbezirk)に は,Stedten・Amsdorf・

Wansleben・K6chstedt・Steuden・W。mstedtの 各 村 落 とEtzdorf農 場 が 属 し

て い た か ら で あ る 。 石 灰 製 造 所 を お く御 料 地 そ の も の の 耕 地 面 積 は,i,695モ

ル ゲ ン で あ っ た る さ ら に,ヴ ェ ン ツ ェ ル は,こ の 借 地 契 約 の 締 結 ゆ え に,

・Alberstedt在 の 一 農 地(Anspannergut)を 入.手 す る とい う余 得 を も 享 受 し た 。

シ ュ ラ プ ラ ウ(1)の 賃 借 りの7年 後(1772年)に,彼 は,「 ペ ヒ タ ー で しか な

い 存 在 」1"}に終 止 符 を 打 つpオ ー ベ ル レー プ リ ン ゲ ン に あ っ た 約400モ ル ゲ ン の

大 き さ の 自 由 農 場(Freigut).を,10,900タ ー ラ ー 支 払 っ て 取 得 し た か ら で あ

る 。 ち な み に,同 農 場 は,1877年 に シ ュ テ ッ テ ン騎 士 農 場 の 耕 地 を 買 い 足 す こ

と に よ っ て か な り の 拡 大 を.見 た 。 こ の よ う に,初 代 の ゲ オ ル ク の 時 か らす て に,

「
14>E加 月滅z,S.6.



. o

100〔100) 第157巻 第1号

第3表 ヴ ェ ン ツ ェル 家 の 系 譜

潮

1.GeorgPhilipp

2.AndreasFriedrichPhilipp

3。HeinrichMorirzCarl

4.CarlEmil

5,Carl

6.P卜ilippKur〔CarlEmit

1734.9,16-1791.互2.1

ユ776-1826

1790-1856

1812-1882

1843-1907.

1876.12.9一 ユ944.12.20

調

ヴ ェ ンッ ェ ル家 の勢 力 は,シ ュ ラ プ ラ ゥに発 して ハ レ方 面 に まで 至 る相 当 広 い

地 方 一 円 に及 んだ の で あ る。

そ の後 の 展 開 は,お よ そ次 の よ う な もの だ った(第3表15}参 照).。 シ ュ ラ プ

ラ ウを 父 か ら受 け継 いだ 二 代 目 の ア ン ドレー ア ス は,18世 紀 末 にSchafsee騎

士 農 場 を,そ して1812年 に は,分 農 場(Vorwerk)Langenbogenを 持 つ 御 料 地

(Domane)Brachwitzを 借 地 経 営 し始 め る。 ラ ンゲ ンボ ー ゲ ン と ブ ラ ハ ヴ ィ ッ

ッ の大 きさ は,そ れ ぞ れ577.08ヘ ク ター ル と4ユ3ヘ ク.ター ル で あ っ た'"〕。 こ の

.ラ ンゲ ンボ ー ゲ ンに四 代 目が 甜 菜 糖 工 場 を設 立 した 年 は1848年 だ っ たが,六 代

目の カー ルが そ れ を拡 張 し,近 代 化 し た の は1882年 の こ とで あ る。A.ブ エ ス

に よれ ば,カ ー ル の時 代 に頂 点 に達 す る資 本 主 義発 展 の い しず え を築 い た のが,

三 代 目 のハ イ ン リ ヒで あ った 。 そ れ は,彼 が 加工.1:業 と して の製 糖 業 に は な お

手 を 出 さ な か った もの の,自 分 の 農 業 経 営 を 甜 菜 栽 培 に特 化 させ た17)の ち,

15)E加 ηぬ.S.1,7i.,1(》,16,48u.242,よ り作 成 。 カ ー ル ・ヴ ェ ン ツ ェ ル は ,ア メ リ カ ・キ ュー

バ ・メ キ シ コ ・コ ロ ン ビア か ら太 平 洋 を 渡 る 世界.一 周 視 察 旅 行(1900-1901年)の 際 に
,中 国 と

日本 に も立 ち 寄 っ て い る 。 な お,A.ブ エ ス とH.一H.ミ ュ ラー を読 み く らべ る と,カ ー ル の 処刑

の 日に 食 い違 い が 見 られ る。 本 稿 で は,A.ブ エ スに拠 った。

16)VgLH.一H.MUIIer,Pachte【undG曲terdirektQren ,S、273.な お,A.ブ エ ス は,.ラ ンゲ ン ボ ー

ゲ ンの 大 きさ を507ヘ ク タ ー ル,そ して.ブ ラハ ヴ ィ ッツ を409ヘ ク ター ル と記 述 して い る 。Vg1 .

A.3ues,乱 α,σ,S.224f

17}ハ レ盆 地 の ザ ル ッ ミ.ユン デ ・トイチ ェ ン ター ル か ら見 れ ば ,ザ ー レ川 を は さ んで ち ょ う ど真 向

か い に 当 た る 東方 の 地 に居 を構 え たvunWuthenau家 の 三 つ の 大 土 地 所 有Gleisen(373.77h.)・

Hohenthum(503.03ha)・.Nlヒmberg(234、53h.)に お け る甜 菜 栽 培 面積 の 推 移 は ,付 表 か ら容 易

に看 取 さ れ る と お り,世 紀 転 換 期 に飛 躍 的 な 増 大 を 示 した.こ の 点で の ザ ク セ ン地 方b主 導 的 地

位 は,明 ら か で あ る 。 な お.騎 士 農場 ホ ー エ ン ト ゥル ム は,1879年 に世 襲 財 産 〔FideikommiB)

化 さ れ て い る。Vg1、LandeshauptarchivSachsen-Anhalt,AuBen5teHeWernig巳mde,Rep.H.

Hoh㎝thuml,Nr.FA,RI.VIII[.lNr.1049,Hおtorischらundstatisti舗chヒO}蜆 ■隔ichtnbロdiヒ/
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1847年 に そ の跡 を襲 っ た長 男 が,父 の 経 験 を基 礎 に しつ つ,ラ ンゲ ン.ボLゲ ン

甜 菜糖L場 の 開設 に こ ぎつ け る こ と溶 で きた か らで あ る。

この 四代 目以 降,ヴ ェ ンツ ェ ル家 は,父 祖伝 来 の 農 業経 営 のみ の域 を脱 して,

「農工 生 産 の 資 本 主 義 的大 経 営 」1呂)たる ヴェ ン ツ ェル 社 と して大 き く発 展 して.

ゆ ぐ。 シ ュテ ッテ ン に存 した225ヘ ク タ ー ル の騎 士 農 場 を1857年 に入 手 した こ

と を 皮 切 りに して,翌 年 に は ア ムス ドル フ在 の土 地 を,そ して1859年 にEis-

dorfの200ヘ ク ター ル 規 模 の 自 由 農 地 を,さ らに,そ の 次 の 年 を 迎 え る と,

Teutschenthalに あ る 自 由農 場 そ の他 を 立 て 続 け に買 い 占 めて い っ た ば か りで

は な く,シ ュ テ ッテ ン等 に位 置 した褐 炭鉱 山 を三 つ 獲 得 す る こ と に も成功 した

カ ー ル ・エ ー ミー ル は,「 農 業 資 本 と工 業 資 本 の融 合」'帥に ひた す ら専 心 した 。

五 代 目の カー ル もま た 同 じ様 に,所 有 地 規 模 の 拡 大 に努 め る と と もに,ユ885年

に は,ヴ ェ ン ッ ェル家 の拠 点 とな る トイチ ェ ンター ル に壮 麗 な大 邸 宅 を新 築 し

て,「 大 農 業 家 と独 占 資 本 家 の 融 合過 程 」m,を体 現 す る道 を 一路 邁 進 して ゆ く。

上述 の ヴ ェ ン ッェ ル家 が,「 砂 糖 王 」 な い しは 「砂 糖 男 爵 」21〕と称 され た六 代

目 に至 って,「 農 業 の ク ル ップ」 と の異 名 を とる ドイ ツ有 数 の独 占 資 本 家 を 生

み だ し た とす れ ば,も う一 方 の ボ ル ツ ご家 は,尾 崎 芳 治 氏 の い わ ゆ る 「資 本

形 成史 の牧 歌 説 」毘}.のドイ ツ 的形 態 と言 うべ き 「ク ル ップ伝 説」23,を地 で 行 く家

＼Ritter鮮 血te■Gleis㎝,H。henth㎜..dNi㎝berg ,dargestelltvomKammerherrnv,Wuthemu,

19Q4,B】 、4-24.

付 表 甜 菜 栽 培 面 積 と収.穫 高

Gleisen Hじhe鵬Lurm Niemherg

1887-1888年 49.5トz22076Ztr. 76.5ha34880Ztr. 50、25ha22316乞t【.

1902-1903年 95.2557861.9 155.596730.1 52.2551347

(注)4Morgenrlhaと 換 算 した 。Ztr.は ッ ェ ン トナ ー。

18)A.B巳e5,猛 α.O.,S.10.

19>E加 π4α,S.16.

20)E加 η幽 、S.17.

21)E加 πぬ,S.182.

22)尾 崎芳 治r経 済 学 と歴 史変 革一 一労 働 指 揮権 と して の 資本 ・生活 意 識 ・土 地 所 有 一 』 青 木 書

店,1990年,44ペ ー ジ。

23)「 ク ル ップ伝 説 」 に い わ く。 す なわ ち,ボ ル ツ ェは,一 介 の 農民 の小 せ が れ か ら 身 を起 こ し,/
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第4表 」.G.ボ ル ツ ェ社 の系 譜

1..JohannGottfriedBoltze1802.1.14-1868.5.30

2.Lc〔>poldAugustI出 しLsZimme㎜ann.1826.6.17-1875.6.9

3.LeopoldJuliusAugust.v。nZimmemannl849,6,16-1913.U.25

. 4.LeopoldAugustJuliusvonZimmermann.1887.6.4-1915..7.20

5.EllavonZimmermann?一1949

筋 と して推 賞 され る こ との 多 い家 系 で あ った 。 次 に,こ の 一・家 の 歴 史 を 瞥 見 し

よ う(第4.表 鋤 参 照)。

2ボ ル ツェ家の 「クル ップ伝 説」25}

ボ ル ツ ェ社(FimaJ.G.Boltze)の 創 業 者 ヨハ ン は,男 系 の跡 継 ぎ に 恵 ま

れ なか った た め,社 名 は,彼 の 娘婿 だ った ッ ィム マ ー マ ンの 子孫 に よ っ.て守 ら

れ て ゆ く。 同家 は,1900年 に貴 族 に列 せ られ る。 四代 目は男 子 を持 た なか った

oで,』 同社 は,彼 の姉 妹 の エ ラの 手 に 渡 る 。 前 述 の とお り,こ の エ ラ が カー

ル ・ヴ ェ ン ツ ェル の妻 とな る ので あ る。

さて,初 代 の ヨハ ンが18ユ8年 に得 た 父 祖 か らの 遺 産 は,一 軒 の宿 屋 と三 つ の.

手 賦 役 農 民 地(Kossatengut)に す ぎ な か っ.た駈,。.農地 の うち の一 つ は,18モ

ル ゲ ンだ った こ とが 分 か って い る。 彼 は また,SalzmUndeに お い て,プ ロイ

セ.ン政 府 の 収 税 吏 と して の官 職 に も就 いて いた 。 資料 に よれ 麟 同家 の始 祖 は

も と も と,手 賦 役 農 民 地 を一 つ しか 持 た ぬ 「貧 農」2ア)以外 の な に もの で もな

か った のだ が,そ の 後 の 「分 解 過 程 」2呂}を経 て,ヨ ハ ンの時 代 に至 るや,「 富 農

最 上層 」劉 に属.する ま で に 成 長 した の だ っ た。 そ れ ゆ え,同 家 の 事 例 は,中 部

＼ 勤 勉 ・実 直 ・努 力 に よ っ'〔無 か ら 有 を,し か も大 企 業 を 築 き上 げ た の で あ った,と 。Vg【:A.

Bues,aaO.,S.20u.26.こ の 伝 説 は,本 源 的 な 資 本 形 成 を,「 自己 労 働 に も とつ く勤 勉 ・倹

約 ・禁 欲 ・徳 義 に よ る蓄 積 の 結 果 」 と と らえ る 「資 本 家 的所 有 の 市 民 的 合 理 化 」 論 の ドイ ツ版 に

ほか な ら ない.尾 崎 芳 治,前 掲 書.22ペ ー ジ,参 照 。

24)A.Rues,`L詫.σ 、S.n39㎜.ユ)u.249,よ り作成 。

25)こ こで の分 析 は,主 と して,酌 飢ぬ,S.18-44,に 拠 って い る。

26)」.G.ボ ノレツ ェは,1818年 に,三 つ め の 手賦 役 農民 〔Hσpf鵬 【)地 を競 り落 と して 手 に 入 れ た。

VgL謬 占思π6血,S.19.

27),28〕,29)E加 π血S.19、

一
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ドイ ツ ・ザ ル ツ ミュ ンデに お け る小 農 民 の富 農 へ の上 昇 ・転 化 の一 好 例 と言 っ

て よ い。

ヨハ ンは,当 初 か ら,陶 器 の 原料 とな る カ オ リ ンと ア ル ミナの 採 取 と販 売 を

手 が けて い た 。 また,製 粉 所 と して の機 能 を 果 た した だ けで な く,搾 油 所 と製

材 所.の役 割 を も兼 ね あ わ せ た,土 地 つ きの水 車 施 設 を義 父 か ら取 得 す る と同 時

に,自 前 の 造 船 所 を も建 設 して1マ クデ ブ ル クか らベ ル リ ンに至 る河 川 航 行 を

積 極 的 に利 用 す る一 大 販 路 網 を 築 き上 げ た。1832年 に は,プ ロ イセ ン最 大 と言

わ れ るれ んがT:場 を建 造 し,続 く1835年 に,ハ レの砂 糖 精 製 所 の 創 設 に も資 本

参 加 した 彼 の 企 業 家 活 動 は と どま る とこ ろ を知 らず,そ れ は,褐 炭 坑 の 取 得 と

本 拠 地 ザ ル ツ ミュ ンデ に お け る1847年 の砂 糖 工 場 の建 設 か ら,蒸 留 酒 製 造所 開

設 の 敢 行(1855年).と,先 述 の水 車 施 設 の全 面 更 新(1862年}に まで 及 ん だ 。.

こ う して,起 業 時 か らわず か に40有 余年 後 の1865年 頃 に は,工 業 設 備 を 整 え た

「有 機 的 農 場 複 合体 」30}と言 うべ き大 規 模 資 本 主 義 経 営 が,中 部 ドイ ツ に 出現

.す る。1866年 時 点 で 約2,900ヘ ク ター ル規模 に達 した ボ ル ツ ェの大 土 地 所 有 は,

1852年 と1862年 に 獲 得 した 二 つ の騎.1.農 場 を含 む計36の 私 有 農 場 と15の 借 地 農

場 を包 括 して い た が,そ れ は,ザ ル ツ ミ ュ ンデ を 中心 に合 計15に の ぼ る農 村 自

治 体(Landgemeinde)に も及 ぶ きわ め て広 大 な範 囲 に わ た ってい た 。 人 々 は,

これ を,「 ザ ル ッ ミ ュ ンデ の奇 跡 」鋤 と呼 んで 称 賛 す る こ と しき りで あ った と伝

え られ て い る。

この ボ ル ツ ェ社 を 引 き継 い だ社 長 の ツ ィム マ ー マ ン は,同 社 四代 目の レ オポ

ル ト ・ア ウ グ.ス ト ・ユ ー リ ウ ス の 時 に,プ ロ イ ーヒ ン 農 村 自 治 体 連 盟

(PreuBischerLandgemeinde-Verband)に お い て 重 責 を担 う と と も に,1913年

.に は プ ロ イ セ ン農 村 自治 体 会 議(Preu品ische■Landge皿eindetag)の 議 長 に も

選 出 され る地 方 名 望 家 と して の 名声 を ほ しい ま ま に した。 彼 は,農 村 自治体 長

(Gemeindevorsteher)・ 警 察 管 区 長 官(Amtsvor臼teher)兼,郡 会(Kreistag)

30)前 掲 「⊥地制度史学」所載論文,同 誌,52ペ ージ,参 照。

31)A.Rues,鳳 α.σ,S.26.



104〔]嘱)∫.第.】57巻 第 ユ号

議 員 に ま で の ぼ りつ め る立 志 伝 中の 入 物 とな った の で あ る。

第 一次 世界 大 戦 期 のユ915年 に生 まれ た 「C.ヴ ェ ン ッ ェ ルートイ チ ェ ン ター ル,

」,G.ボ ル ッ ェーザ ル ッ ミ ュ ンデ 」社 は,こ の よ う に,そ れ ぞれ 別 個 の 経 路 で

発展 して きた ヴェ ンツ ェ ル社 と ボ ル ツ ェ社 の融 合 に よ る 一大 「農 工複 合 体 」 に.●
ほ か な ら なか っ た 。 そ れ は,Dom互nenp翫hter(ヴ ェ ン ツ ェ ル)とGemeinde・

vorstehe■(ツ ィ ムマ ー マ ン)の 合 一 とい う一 面 を併 せ 持 つ と言 っ て よ い が,

一 方 の 始 祖 がAnspannerで あ り
,偉 方 ボ ル ツ ェの 先 代 がK。ssateだ った か ぎ

りで は,両 者 と もに,W.ト ロイエ 〔WolfgangTreue)の い わ ゆ る 「農 民 企 業

*」32'bauerlicherEinzelunternehmerの 系 譜 を 引 く部 類 に属 した,と 見 て 差 し

支 え な いで あ ろ う。 前 述 の とお り,ヨ ハ ン ・ゴ ッ トフ リー ト ・ボ ル ツ ェが,ド

イ ツ的 「先 代 伝 説 」33〕と言 うべ き 「ク ル ップ伝 説 」 を体 現 し た起 業 家 で あ った

とす れ ば,も う一 方 の カー ル ・ヴ 手 ン ツ ェル は,た とえ先 代 が 農 民 だ った にせ

よ,そ の系 譜 的 痕 跡 を もはや 感 じさせ ぬ,後.代 の20世 紀 にお け る 「ヴ ェ ン ツ ェ

ル 伝 説 」卸 を作 りあ げ た ユ ン カ ー 的大 土 地 所 有 者 と な っ た の で あ ったD次 節 で

は,こ の ヴェ ンγ エル の 「社 会 的 業績 」 の 実態 を検 討 す る。

III.ヴ ェン ッ ェル の 「社 会 的 業績 」351

「ヴ ェ ン ッ ェ ル 伝 説 」 が 生 み だ さ れ る に 大 い に 与 か っ て 力 が あ っ た も の,そ

れ は,多 く の 農 村 労 働 者 住 宅 の 建 設 と 職 員 ・使 用 人 ・労 働 者 の た め の 記 念 基 金

(Erinnerungsstiftung)と の 二 つ で あ っ た 。C.ヴ ェ ン ツ ェ ル は,第 一 次 世 界 大

戦 中 か ら す で に,こ う した 用 途 の た め に30万 マ.ル ク の 基 金 を 用 意 して い た が,.

戦 後 は こ れ に 加 え て な お170万 マ ル ク を 拠 出 し た 。 そ の 結 果,ト イ チ ェ ン タ ー

ル と ザ ル ツ ミ ュ ン デー一帯 に は,250以 上 の ア パ ワ トが 新 築 さ れ る 。 ま た,.病 気

32)W.Treue,DerlandwlrtschafdicheUnternehmer㎞0写tdp〔 【1schhn理.Bem肛kロ 皿geロUb¢re血en

vern訊chl琶ssigtenBer紀lchderWirtscbafts-undSozialgeschichロg,in:Tr磁 勧 πZθ淑 ゐrIノ診ノ砂

盈η麗π層ど鉱解読君e㈱4ひ π躍餌8ぬ 耀71うめ9㎜ρ飯8,3.jg.,1958,H.1'S.39.

33)尾 崎芳冶.前 掲書.43ペ ー・ジ。

.34)A.BUe5,毘 鳳0,S.141.

35)叙 述 は,の ㎝磁,S、141-151,を 主 たる素材 としてい るど
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や 貧 困 時 に 勤 労 者 を救 済 す る 目 的で 作 られ た労 働 者 支援 金庫.と,一 種 の老 齢 年

金 と して 設 け られ た 年金 基金 もま た有 効 に機 能 した と見 な され て い る 。 ヴ ェ ン

ッ ェ ルの 場 合,確 か に,東 エ ル ベ の一 般 的 なユ ンカ ー階 級 の 姿 勢 と比 較す.るな

らば,当 該 の 課 題 に 対 して は るか に積 極 的 な態 度 を示 した こ とは 認 め られ て よ

い 。 彼 が 提 供 し.た社 宅 は,1935年 時点 で1,023の 多 数 に の ぼ った か らで あ る。

この よ うな 一 種 の 地 主 ・企 業 家 パ ター ナ リズ ム の 「社 会 的 業 績 」 を 無批 判 的

に ほ め そや す 一 部 の傾 向 に対 して,A,ブ エ ス は,「 搾 取 と博 愛 」35,の両 面 を 兼

ね 備 え た 「農業 資 本 家 ヴ ェ.ンッ ェル の 二 つ の顔 押 を 指摘 しつ つ,む しろ,そ

の 前 者 の側 面 を強 調 す る観 点 か ら次 の よ うに述 べ る。 模 範 的 な住 居 も もち ろん

あ る に はあ った が,労 働 者 居 住 地 の す べ て が そ の よ うな理 想 的 な状 態 にお か れ

て いた わ けで は必 ず し もな い 。 家 畜小 屋 や 納屋 な ど を手 直 し した にす ぎぬ 劣 悪

な住 宅 も少 なか らず 存 在 した し,そ の 部屋 数 に して もわ ず か に二 とい うの が 通

例 で あ った 。 そ れ ゆ え,ヴ ェ ン ッ ェル の 「社 会 的 業績 」 の 内実 を評 価 す る際 に

は,以 下 の 四点 が しっか りとお さ え られ て しか る べ きで あ る 。第 」 に,彼 の大.

土 地所 有 は,「 革 命 的 プ ロ レ タ リア ー トの 中心 地 」綿,の一 つで あ っ た 中部 ドイ ツ

の工 業 地域 に存 した こ とを想 起 す る必 要 が あ ろ う。工 業 労働 者 の 闘争 は,農 村

.労 働 者 に.も大 きな影 響 を及 ぼ さず には お か な か った 。 第5表 鋤 か ら看 取 され る

とお り,ブ ル ジ ョ ア政 党 が 多 数 派 を握 るザ ル ツ ミ.ユンデ は と もか く と して,共

産 党(KPD)と 独 立社 会 民 主 党(USPD)が 優 位 を 誇 った トイ チ ェ ンタ ー

ル にお け る工 業労 働 者 の 運 動 は,同 時 に,.「砂 糖 王 」 ヴ ェ ン ヅ.エルに 直 接 向 け

られ た 闘 い で もあ った。 ヴ ェ ンツ ェ ルの 社 会 的 施 策 の 目的 は,し たが っ て,な

に よ りも まず,農 村 労 働 者 を革 命 的 闘 争 か ら遮 断 す る点 に こそ お かれ て い た の

で あ る。

第 二 に,工 業 中心 地 に位 置 す る農 業 地 域 あ るい は そ の 近在 に あ って,労 働 力

36),37},38)Vg【.酵 伽 血S.143.

39)E蕊 η諏,S.XXIAn卜an鼠7,よ り作成 。 な お,ブ ル ジ 田ア政 党 統 一 会 派 に は,ド イツ 国 家 人 民

党 ・ ドイ ツ 人民 党 ・ドイ ツ民 主 党が 包 括 さ れ て い る。A.ブ エ ス に よれ ば,ザ ル ッ ミュ ン デ は,

ヴ ェ ンッ ェ ルの 政 治 的影 響 の もとで 「反 動 の 牙 城 」 と化 した.Vgl.8加 η4α,S.67.

㌦
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第5表1921年2月 の地 方選 挙(Landtag>に お け る得 票数

共 産 党 独立社会
民 主 党 社会民主党 中 央 党 ブルジ ョア政

党統一 リス ト

SalzmUnde 102 3 6 ユ1 230

Schraplau 645 一 53 5 397

Langenbogen 374 3 7 3 174

OberTeutschenthal 265 110 2 一 199

Unter-Teutschenthal 753 183 2 一 349

Schochwitz 40 一 4 一 29

Zappdod 261 一 17 28 90

Quillschina 94 一 一 10 73

Eisdorf 272 62 一
1 172

Stedten 504 一 77 60 276

H6hn5tedt 455 7 2 一 292

Fienstedt 94. 一 　 『 87

の農業外への流出は,労 働力不足のきわめて深刻な事態をもたらさ.ざるをえな

い。ヴェンッェルにとっても決 して例外ではなかったこのような事態を阻止す

るために,彼 は,工 業労働者の既得権に接近する諸条件を示す経済的譲歩を余

儀なくされた。第三に,一 見すると公益性の重視にも見える社会的施策も,実

は,ヴ ェンッェル常用の政治的 ・経済的強制千段をその背後に潜ませていた。

彼は,働 き手 となりうる全家族員が自分の経営内で従事することを約 した農村

労働者家族のみに,社 宅を供与 したのである。解雇を通告されるか,あ るいは

依願退職する労働者は,即 刻,住 居から立ちのかなければならなかった。この

意味で,社 宅の提供は,労 働力の確保ないレは固縛の一策 としての現実的機能

を果たしたのであった。.

そして,第 四に,各 種 の社会的方策をほどこす ことによって,ヴ ェンジ土ル

は,彼 が与える恩恵に浴 していると感 じる監督 ・農場管理人 ・機械番等の,高

い俸給を得る基幹労働者層の創造を企図 した。一言 にして,「農業資本による

農業労働貴族層の育成」ゆが,そ れである。農村労働者往居の供与を含む様々

40),41}Eま昭㎡α,S.144.
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な施 策 は,職 員 ・使 用 人等 の優 良労 第6表 記念基金の実態

働 者 の 状 態 をい っそ う改 善 し,下 層

労 働 者(Handlange㎜asse)と の格

差 を深 化 ・拡 大 す る 「労働 者層 の分

解 」`i〕を加 速 化 さ せ る帰 結 を 伴 わ ざ

る を え なか った 。 反 抗 的 なふ る まい

が あ っ たか どで 即 時 解 雇 され た 労働

者 に ば,間 髪 を入 れ ず,住 居 明 け渡

しの告 訴 が 追 い うち をか けた の だ っ

た 。

基 金 総 額

年 運 用 額
一社あたり運用額

使用人加年金額

労働者用年金額

500.000マ ル ク

20,000『

10、000

6,670

3,330

第7表 ボルツェ社 におけ る年金額1924年

人 数 一人あた り年金額

使用人

労働者

93人

1,022

71,72マ ル ク

3.26

1915年 に,50万 マ ル クの 資 金 で創 設 さ れ た記 念 基 金 の運 用 状 況 を見 る と,こ

の 間 の 実情 が い っ そ う鮮 明 に な る(第6・7表42参 照)。 基 金 の 規 約 に よれ ば,

年 金額 と して は,4パ ー セ ン トの 基 金利 子 が 毎年 利 用 され,ヴ ェ ンツ ェ ル社 と

ボ ル ッ ェ社 が これ を折 半す る こ と に な って い た 。 ま た,使 用 人 数 と常 雇 い 労 働

者 数 の 比 率 は,1924年 か ら28年 まで の 全 期 間 中1対12だ った のだ が,前 者 に資

本 利 子 の 三分 の 二が 振 り向 け られ るの に対 して,.労 働 者 階層 が 得 る 年金 は,そ

.の 三分 の 一 にす ぎなか っ た。 第6表 は,こ の 点 を表示 して お り,続 く第7表 は,

規 約 上 可能 な ボ ル ツ ェ社 の支 給 年 金 額 をユ924年 につ い て記 した もので あ る。 使

用 人 と労働 者 の格 差 は,一 目瞭 然 で あ ろ う。 彼 らは,ま た,10年 間 の勤 務 を無

事 果 た し終 えな けれ ば,年 金 受 給 資 格 を得 られ なか った し,支 給 そ の もの も幹

部 の 自 由 裁 量 に まか さ れ τ い た 。 い さ さ か の反 抗 的 態 度 も示 さず,家 族 員 を

伴 っ て あ らゆ る 下 僕 的(knechtend)仕 事 に一 生 涯 い そ しま な け れ ば な らぬ

「ヘ ル シ ャ フ トに.とって の 従 順 な 臣民 」43〕と言 うべ き職 員 ・労 働 者 だ けが,主

.人 か ら ほ ど こさ れ る恩 恵 に浴 す る こ とが で きた 。 この よ う に して,ヴ ェ ン ッ ェ

ル の社 会 的 施 策 は,言 わ ば 「プロ イ.セン=ド イ ツ的従 順 の習 性 」4りを身 につ け た

42>E加 π血,S.146(.よ り作 成 。

43)E`躍 毘血,S.29.
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第8表 使 用 人 支援 金 庫 の実 際(マ ル ク)

1.繰 り越 し高(1924.7.1現 在).

2.積 み 立 て 金(1924-1928年)

31合 計

4.資 本 勘 定 へ 転 記(1928.6.30>
"5

.金 庫 繰 り越 し高 〔3-4)

330,968.27

140,255.95

471,224.22

.418,851.65

52,372.57

免 税 特 権 を享 受 した とい うだ け で は な く,同 時 に,

も用 い て いた 事 実 が 看 過 され て は な らな い。 第8表45}を 見 よ う。 当 該 の 金 庫 に

は,1928年 時 点 で,47万 マ ル ク強 の 金額 が無 税 で 蓄 え られ てい た 。 ヴ ェ ンツ ェ

ル は,そ の うち わ ず か に5万 マ ル ク強 だ け を 金庫 本 来 の 目 的の た め に使 った に

とど ま り,40万 マ ル ク以 上 もの 高額 を資 本勘 定 に転 記 す る こ とに よ り,そ こか

ら87.883,38マ ル ク の企 業 家 資 本 を捻 出 した の で あ る。 そ れ ゆ え,こ の種 の 基

金 が 計 画 ど お りの 目的 用 に全 額振 り向 け られ て い たわ けで は必 ず し もない 。 そ

うで は な くて,む しろ これ は,追 加 的 な経 営 資本 あ る い は蓄 積 資 本 に転 用 され

て,結 果 的 に脱 税 のた めの 隠 れ み の と して,言 わ ば悪 用 され た 点 が 見 の が され

て は な ら ない 。 一 言 に して か そ れ は,資 本 蓄積 の 際 の税 金 のが れ の一 策 に ほか

な ら 濾実 質的 役 割 を も担 った の だ った 。...、

純 然 た る博 愛 的 配 慮 で は な く,見 ま ご うべ く もな い資 本 家 的利{閏埠 求 の観 点

が,こ う した 「社 会 的 業 績 」 の本 質 を規 定 した 契 機 で あ る とす るA.ブ エ ス の

結 論 づ け は,そ の か ぎ りで 正 しい 。 「搾 取 と博 愛 」 の 「二 つ の顔 」 を巧 み に使

いわ け た地 主 ・企 業 家 パ ター ナ リズ ムを 評価 す る 時 に,こ の こ とは,当 然 踏 ま

え ら れ て よ い基 礎 的事 柄 の 一 つ で あ ろ う。次 節 に お い て は,ヴ ェ ンツ ェ ル の地

域 管 理政 策 の実 態 を検 討 す る。

従 業 員 の 育 成 ・陶 冶 策 と して

の 一 面 を ま ち が い な く併 せ

持 っ たの だ った 。

さ らに,自 己 資 本 か ら回 さ

れ た こ の種 の 基 金 そ の もの が,

これ を巧 妙 な脱 税 策 と して.

44)拙 稿 「ドイ ツ 農 業 ・土 地 制 度 史 ヒの 二 つ の 問 題 に つ い て 』GutsherrschaftとDomanen-

pachter」 「広 島 大 学 経 済 論 叢」 第17巻,第1号,1993年,193ペ ー ジ,

45)A.Bues,aa.o.,s.149,よ り作 成 。
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IVヴ ェン ツ.エル の地 域 管 理 政 策細

ヴ ェ ンツ ェ ル の 「社 会 的 業績 」 の 第 一 のね らいが,工 業 労 働 者 の 革 命 的 闘 争

の影 響 か ら農 村 労 働 者 を隔 離 す る点 に お かれ て い た こ とは,先 述 の とお りで あ

る6.こ の よ うな 目的 は,同 時 に,彼 の 自治体 政 策 を規 定 す る もの で もあ った 。

第 §麦"か ら知 られ る とお り,下 トィ チ ェ ン 歩一 ル の ゲ マ イ ンデ議 会 にお け る

左 翼勢 力 は,1921年 に至 る まで 圧倒 的優 位 の も とに あ った が,そ の 後 ブ ル ジ ョ

ア ・ブ ロ ックが 懸 命 な巻 きか え しを はか り,回 議 会 内 の政 治 的 配 置 は右 方 ヘ シ.

フ トす る。 こ う して,1921年 と24年 に は,一 種 の均 衡 状 態 が 成 立 す る。1929年

の選 挙 に おい て も事 態 は基 本 的 に 変 わ らず,]924年 の情 況 が 維 持 され て い る。

た だ し,そ の際,鉄 か ぶ と団(Stahlhelm)に 所 属 しつ つ,ヴ ェ ン ッ ェ ル の 忠

実 な代 理 人(Prokurist).を 勤 め たSteidlが,下 トイチ ェ ン 歩一 ル の議 会 選 挙

で 当選 を果 た した こ と とぞ キ トイチ 「 ン ター ル に おい て は,ヴ ェ ≧ツ 手 ル 自身

.が ゲ マ イ ンデ議 員 に選 出 され た事 実 が記 憶 に と どめ られ て しか るべ きで あ る。

この時,ヴ ェ ンツ ェ ル は,選 挙 民 の 一部 に対 して,換 金 可能 な.10ボ ン ドの 大 麦

引 き換 え券 を発 行 し た。A.ブ エ ス は,こ れ を議 席 獲 得 のた め の買 収 工 作 の 一.

種 と見 な してい る。

次 な る実 例 は,領 地 区域(Gutsbezirk)解 体 の 拒 絶 で あ る。 ヴ ェ ン ッ ェ ルが

第9表 下 トイチェン タールのゲマ インデ議 会

46>こ こで の 分 析 は,お もに,ebrndqS.99-113,に 基 づ い て い る 自

47>E隠 πぬ,S.1W(.よ り作 成 。 た だ し,1921Aま で の 数f直11は,独 立 社 会 民 屯党 と共産 党 との 議

員 の合 計 で あ り,1924年(b)は,.上 トイ チ ェ ン 歩一 ル の数 字 で あ る。
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住民数 編入碇 ゲマインデ

Langenbogen

Sch・aplau

HausWuエdenh∬9

12

41

75

Langenbogen

Sじhraplau

Teutschenthal
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第10表 ヴェンッェルの グーッ.ベッ ィルク 持 つ 三 つ の 自立 的 グー ッ ベ.

ツ ィ ル ク の 住 民 数 は,第10

表 勤 め とお りで あ った 。1918

年 の11月 革 命 後,.「 封 建 制 の

残 滓」49,ある い は 「行 政 上 の
グ 　 ツ ヘ ル シ ャ フ ト

農 場 領 主 制 の 残 滓 」珊 と 言 わ れ る グ ー ツ ベ ツ ィ ル ク の 廃 棄 が,具 体 的 に 提 起 さ 「

れ,そ の 後,1929年 に な っ て 「グ ー ツ ベ ツ ィ ル ク の 最 後 の 残 滓 」51}も 消 滅 し て

い っ た こ と は,周 知 の 事 実 で あ る 。.ヴ ェ ン ツ ェ ル は,こ の グ ー ツ ベ ツ ィ ル ク の

解 体 に 激 し く抵 抗 した 。 で は,そ の 理 由 は な ん で あ っ た か 。 次 に,こ の 点 を 見

て み よ う 。

グ ー ツ ベ ッ ィル ク に 与 え ら れ た 税 制 上 の 優 遇 措 置 に は,ま さ に 格 段 の も の が

あ っ た 。 す な わ ち,逆 に 言 う と ゲ マ イ ン デ は,グ ー ツ ベ ツ ィ ル ク に 比 し て,土.

地 ・建 物 税 に つ い て は200パ ー セ ン ト,所 得 税 で は250パ ー セ ン ト,そ し て 営 業

税 も 同 じ く250パ ー セ ン トず つ 高 い 税 負 担 を 課 さ れ て い た 。 ゲ マ イ ン デ は,

グ ー ッ ペ ッ ィ ル ク が 本 来 負 う べ き 責 任 の 一 端 を 肩 が わ り さ せ ら れ て い た,と も

言 い え よ う。 領 地 区 域 は,..一 ・種 の 「減 税 天 国 」1a)Steueroaseの 特 権 下 に お か れ

て い た の で あ る 。 そ れ は,と り わ け 次 の よ う な 経 費 に つ い て 顕 著 に 妥 当 し た 。

第 一 に,ヴ ェ ン ツ ェ ル の 連 畜 が 自 由 に 通 行 した 自 治 体 内 の 道 路 の 維 持 ・補 修 は,

す べ て 自 治 体 自 身 の 負 担 で 行 わ れ た 。 第 二 に,ヴ ェ ン ッ ェ ル は,自 分 の 領 地 区

48)E蝕 η礁S.102,よ り作 成、

49)E加 賀ぬ,S、102.

50)HaresRosenberg.DiePseudodemokratisierungderRit詑rg血tsbesitz已rklas5e[1958】,in:

Hans-UlrlchWehle【 〔Hrsg.),Mo融rη8論 扉'5而&}漁 旗 ∫ご励 振 ヨ.AA.,KOIn・B已rhn1970,S.

293,大 野英 「 ・川本和 良 ・大月試 訳 『ドイツ社会史 の諸問題且未来社,1978年,32ペ ー ジ。 な

お,以 下での原書の引用は,DiePseudodεmok【atisLeエung,と 略記 する。

51)HeideW皿der,Dゴ θ施蹴副 ゴ伽G朋8切 血fηD戴5`ゐ 伽4G6ttlngen1986,S,117,

52)KlausHeB,」 朗 ε々r姻4勧 ㎎8r'f砒Gπ,βg剛 π4加∫f雄σ 加 κ々 ゴ5εm望f`ん.肋ηゴ伽r㍑ 如μ ～`ゐεr

Groβ∂8f"eう,Grσ取 耀π4伽 歳 魏4死 加'飴ψぬ 々o〃r競β17星1}認乃8躍α86万71-191砂,Stuttgart

1990,S.165.な お,本.善 の概 容については,長 井栄二に よる簡潔な 「紹介」,前 掲 『西洋史研究」

142-149ペ ー ジを,ま た,わ た くしの 見地 か らするヘス批 判 としては,さ しあ た り.拙 稿 「ドイ

ツにおける近現代 土地制度史研 究の新屋 開一 『ベ ル リン会議」 とK.ヘ スの フ ィデイコ ミス論

一 」1広 島大学経 済論叢』第15巻 ,第3・4号.1992年,所 載,参 照D
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域 の 児 童 ユ4人の た め に は,そ の 教 育 費1,173マ ル ク の支 払 い を 引 き受 けた も の

の,彼 の も とで 両親 が 働 い て いた,就 学 義 務 あ る別 の 児 童117人 分 につ い て は,

た だ の1プ フ ェニ ヒ も支 弁 しなか った 。 こ う した 義 務教 育 の 財 政負 担 は,自 治

体 の上 に 重 くの しか か っ たの で あ る。

そ して,第 三 に,自 治 体 は,救 貧 の た め の 主 要 な 負 担 を も背 お わ な け れ ば な

らな か った 。 身体 障 害 者 と老 齢 年 金 受 給 者 を支 え た の は.自 治体 で あ った 。 こ

れ に対 して ヴ ェ ンツ ェル は,こ の よ うな 義 務 を 全 然 負 わ な か った ばか りで は な

く,か え って そ れ を逆 用 しさ え した 。 と言 うの は こ うで あ る 。 あ る労 働 者 夫 妻.

'は
,33年 間 の永 きにわ た り領 地 区 域 で 額 に汗 して働 い て きた 。 と ころ が,夫 が

死 亡 した の ち,未 亡 人が 罹 病 して 倒 れ る と,ヴ ェ ンツ ェ ルd3,領 地 区 域 の労 働

現 場 か ら彼 女 を放 逐 した だ けで な く,同 時 に,自 治 体 内 に あ った彼 らの小 住 居

(Deputatswohnung)か らの 立 ち の.きF要求 まで つ きつ け た の で あ る。 一例 にす

ぎぬ とは 言 え,ダ ー ツヘ ルが,用 済 み とな った 労 働 者 の 扶 養 を 自治体 に お しつ

けた 事 実 は,明 白 で あ ろ う。 第 四 に,こ う.した 「領 地 区 域 か ら の労 働.者 の追

放 」531によ っ て,自 治 体 内 の 住 宅 不 足 は ま す ます 深 刻 化 す る。 あ まっ さ え,

.ヴ ェ ン ツ ェル らの領 地 区 域 所 有 者 が,自 治 体 に あ る 家屋 を 買 い 占 め,こ れ を他

所 か らや って きた人 々 に使 わ せ るだ けな ら まだ し も,い った ん彼 らが 農場 で の

仕 事 を失 うや,た だ ち に先 の 家 屋 か ら強 制 的 に 退 去 さ せ られ て,行 き場 を失 っ

た彼 らは結 局,自 治 体 に と ど ま るは か な か った た め,こ の住 宅 不 足 は,い よい

よ激 化 の 度 合 を 強 め ざ る を え なか った 。 か て て 加 え て,消 防 隊 ・墓 地 ・霊 安

室 ・職 業実 科 学 校 の維 持 もまた,自 治 体 の 負 担 で あ った 。 領 地 区 域 は,分 担 金

をい っさ い負 う こ とな く,こ れ らを 利 用 で き る便 益 だ け を 享 受 した の で あ る。

ヴ ェ ン ツ ェル は,領 地 区域 の解 体 に執 拗 に反 対 し,彼 と自 治体 との 闘争 は長

期 化 め様 相 を呈 したが,1928年 に至 って,つ い に 最 終 的 な 決 着 を 見 る 。 プ ロ イ

セ ン内 務省 は,同 年9月30H発 効 の 省 令 に よ り,当 該 地 域 に 残存 す る 合計11の

領 地 区 域 の 解体 を公 布 した ので あ る。 ヴ ェ ン.ツェル 自身 の 三 つ の 領 地 区域 は.言

53)A.Bues,猛 風α,S、IO5.
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うまで もな く.,廃 棄 の 決 定 を 受 けた 領 地 区 域 の ほ とん どすべ て の ものが,彼 の

勢 力範 囲 内 に存 在 した事 実 は,こ の 間 の 事 情 を 勇 弁 に物 語 っ て あ ま りあ る と言

し、え よ う羽〕。

の Vナ チ ズ ム と ヴ ェ ン ツ ェル

1ヴ ェン ツ ェル の最 期 職

「ヴ ェ ン ッ ェ ル ・ コ.ン ッ ェ ル ン 」圃 を 率 い て,中 部 ド イ ツ 粗 糖 工 場 連 合

(Vereinigungmitteldeutsche■Rohzuckerfabriken,略 称Vemiro)会 長,兼 ハ

レ砂 糖 販 売 株 式 会 社.(ZuckervertrlehsgesellschaftHalleAG)社 長,そ し て,

砂 糖 信 用 銀 行(Zuckerkreditbank>頭 取 の 要 職 に 就 い て い た だ け で は な く,さ

ら に,ド イ ツ砂 糖 工 業 中 央 組 織 と 国 際 的 砂 糖 問 題 委 員 会 と の 有 力 メ ン バ ー を も

兼 ね て い た57)点 で,ま さ し く 「砂 糖 王 」 あ る い は 「農 業 王 」鋤 と の 異 名 を と る

に ふ さ わ し い.足 跡 を 残 し た カ ー ル ・ヴ ェ ン ッ ェ ル は,文 字 ど お り ヨ ー ロ ッパ

き っ て の 「砂 糖 独 占 」珊 資 本 家 の 一 人 に ほ か な ら な か っ た 。

カ ー ル が ナ チ ス 党 員 で な か っ た こ と億,厳 然 た る 事 実 で あ る 。 しか し1ヴ ェ

ン ッ ェ ル 社 の 社 内 報 『わ れ わ れ の 経 営 』 か ら知 られ う る か ぎ りで は,彼 は,ド

イ ツ ・フ ァ.シ ズ ム の ス ペ イ ン へ の 軍 事 介 入 や 反 ユ ダ ヤ の 「人 種 理 論 」50,を 支 持

す る 記 事 を さ か ん に 載 せ た ば か.り で は な く,さ ら に,.SA騎 兵 部 隊

(Reiterstaffe1)の 駐 屯 地 を ザ ル ツ ミ ュ ン デ に 設 け て,そ の 主 た る 維 持 資 金 の 提

供 さ え は ば か ら な か っ た 。 ヴ ェ ン ツ ェ ル の 影 響 力 下 に あ っ た ハ レ精 糖 工 業 か ら

SAに 与 え ら れ た 寄 付 金 額 は,1934年 よ り1940年 ま で の 総 計 で,86,672.35マ

ル ク に 達 し た 。 ま た,ヴ ェ ン ツ ェ ル 自 身 の 農 業 経 営 か ら は,1934-1.942年 の 間

54)Hau5Wi虹rdenbUrgが 自治体 トイチ ェンター ルに編入 され たのは,よ うや く1933年 になワてか

らのこ とであった。ヴェ ンッェルは,領 地区域の解体に最後まで抵抗 した。Vg【沼 尻πゴα,S.107.

55)本 節の叙述は,.主 として,8鋤 畳ぬ,S.169-172,202.21呂u.327一 囮ヨ,に依拠 している。

56)E加 匹ゴα,S.172.

57)Vg].H.一H.mu皿ef,PachtαundGhterdirektoren,S.274.

58〕A、Sues,.aO、S.143.

59〕 ε加π4α,S.171(.

60〕Eム εηぬ,S、217.
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に 合 計78.,556.75マ ル クがSAの た め に 寄 付 さ れ て い る 。 「砂 糖 独 占」 の 総 帥

カ ー ル ・ヴ ェ7ッ.土 ルが,の ちに フ ァ シ ズ ムに よ る犠 牲 者 とな った に して も,

そ の生 成 ・展 開期 に あ って,.ナ チ ズ ムの協 力 者 な い しは擁 護 者.と しての 役 割 を

.果 た して い た も う一 面 の 事 実 が 看 過 され て は な らな い。 この点 を お さ え る に,

ヴ 土 ン ッェ ルが 示 した ウ ク ラ イナ へ の次 の よ うな野 望 を見 る に し くは な いで あ

ろ う。

さ て,Vemiroの 関連 資 料 か ら,以 下 の 事 実 が 判 明 す る。Vemi■oの 一 作 業

部 会 は,1942年 にす で に,ウ ク ラ イ ナ にあ った ソ連 の砂 糖1を 引 き受 け るか

否 か の 問題 に たず さわ っ てい#。 ヴ ェ ンツ ェ ルは,ソ ζエ ト領 ウ ク ライ ナの ド

.イ ツ軍 占領 地域 に存 した合 計10の 砂 糖 工 場 の 視 察 に腹 心 の部 下 を派 遣 す る と と

も に,そ の 帰還 を待6て,同 年11月30日 の 部 会 会 議 にお い て,当 該 の 問題 に対

処 す.る基 本 姿 勢 を 固 め る。.それ は大 略,以 下 の とお りで あ った 。.ウク ラ イナ の

砂 糖 工 場 を 引 き受 け る際,ヴ ェ ン ツ ェ ル社 が,Vemiroに か わ って,出 先 機 関

(Einsatzfirma)と して 弔責 任 を果 たす にや ぶ さか で は ない 。 た だ し,そ の た め

に は二 つ の 条 件 が必 要 で あ る 。す なわ ち,10.工 場 の す べ て で はな く,生 産技 術

的 に見 て,諸 設 備 が 比 較 的 整 った 四 つ の 工 場 の み を管 財 人(Treuhander)の

管 理 下 にお き,ヴ ェ ン.ツ主ル の優 秀 な部 下 が こ の任 に あ た る こ と。 これ が 第 一。

そ して,将 来 に備 えて,「 再 民 営 化 」鋤 の道 を残 して お くこ と。 これ が 第 二 。

ヴ 弄 ンツ ェ ル は,ソ 連 邦 の財 産 を再 民 営 化 して,自 分 の私 有 財 産 に転 化す る
イ ン ベ リウ ム ロゲ ル マ ニ ア エ

こ とを 目 う んだ の だ った 。 と まれ,「 ゲル マ ン民 族 の 帝 国 」彪,の帝 国 主 義 に固 有

な そ の 「腐 朽 性 押 を 極 限 まで お し進.めた 「ヒ トラー ・フ ナシ ズ ム押 と カー

ル ・ヴ ェ ン ツ ェ ル との 政 治 的 ・経 済 的利 害 追求 は,ウ ク ライ ナ略 取 の 点 で 基 本

的 に一 致 してい た こ とが,こ こで確 認 さ れ な け れ ば な らない で あ ろ う。 で は,

61)E伽 η4α.S.234.

62)Fht己Fi5cher,伍 ∬ ㎜c屈 』r既 伽 α`無P雄K厚 岬 痂 伽 」ご`漉4∬ κ4癬'ゴ`舵 泥跳 寵姫 伽4

1914/18,3.AA.,DUsseldorl1964,S.823,村 瀬 興 雄 監 訳 「世 界 強 国へ の 道 ドイ ツ の 挑 戦.

1914-1918年nj岩 波書 店,1983年,419ペ ー ジ。

63),64)A.Bucs,仏 体 α,5.202.
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1944年 に至 って,な ぜ,ヴ ェ ン ッ ェル は ナ チ ズ ム の手 にか か り処 刑 され た の か 。

ドイ ツ大 土 地 所 有 の 現 代 史 の ひ と こ まを 探 る 上 で,無 視 しえぬ こ の微 妙 な問 題

点 の検 討 を避 けて 通 る こ とは で きな い.。

ナ チ ズ ム に よ る ヴ ェ.ンツェ ル の 逮 捕 と処 刑 の 直 接 的 原 因 は,彼 が い わ ゆ る
.の

「ロイ シ ュ ・グ ル ー プ」65,Reusch-Kreisに 所 属 した点 に あ る。 その 顔 ぶ れ は,

Gute-Hoffnung-Hutte重 役 の ロ イ シ ュを 中 心 と して,合 同 製 鋼 株 式 会 社 社 長

V6glerAEG.社 長BUchner・Meyer(ア ウ グス ブ ル ク)・Bosch(ハ イ デ ル

ベ ル ク)・vonSiemens・Schacht・Woerma㎜ 教 授(ハ レ)・ ヴ ェ ン ッ ェ ル ・

Hardenberg伯 爵 ・Bernsdorf・Zitzewitz・Puttkammer-DohnaのWt14人 に 達

した。 ロ イ シュ ・グ ル ー プの 会 合 は,通 常,ト イ チ ェ ン ター ル の ヴ ェ ンツ ェ.ル

宅 で 催 され た 。 彼 ら は,1943年2月 の ス ター リ ング ラー ドに お け る ドイ ツ軍 の

壊 滅 の前 か らす で に,西 欧 列 強 との和 解 の 途 を探 って い た。 グ ル ー プが 模 索 し

た西 側 諸 国 との単 独 講 和 の 大 筋 は,ひ っ き ょう,対 ソ連 戦争 を継 続 しつ つ,欧

米独 占資 本 主義 と ドイ ツ帝 国 主義 との この 点 で の 共 通 の利 益 に 訴 え て,独 占資

本 家 と して の安 定 的足 場 を確 保 す る とい う一 点 に絞 られ た もの だ った 。 ス ター

リ ング ラー ドに至 る まで,彼 らは,ヒ トラー に鋒 先 を 向 け る反 乱 な ど夢 想 だ に

しなか った 。.ヴェ ン ツ ェ ル 自 身 も また,永 く,ド イ ツ の 戦 勝 を信 じて 疑 わ な

か った 。

1943年2月,事 態 は 一 変 す る。 そ の後,ゲ ル デ ラー(CarlGoerdeler)の 対.

ヒ トラー ・.クー デ ター計 画 が 真 剣 に討 議 され る こ とに な る の で あ る 。1944年7

月,.彼 らは,何 回 目か の謀 議 を ヴ ェ ン ツェ ル邸 で め ぐらせ る。 策謀 は発 覚 し,

ゲ ルデ ラー を財 政 的 に支 援 した ヴ ェ ンツ ェ ル をは じめ と して,グ ル ー プ の メ ン

バ ー は,1944年7月31日 に 一 綿 打 尽 逮 捕 さ れ る。 ヒ ム ラ ー(Heimich

Himmler)・ サ イ ドとSA部 隊長Litzma㎜ ら の 釈 放 へ の働 きか け も空 し く.ジ

ナ チ ス 国民 裁 判 所(Volksgerichtshof)に よ る死 刑 判 決 が ヴ ェ ン ツ ェ ル に下 さ

れ る。 処 刑 は,1944年12月20日 に執 行 され た 。 ゲ ルデ ラー と と もに 処刑 さ れ た

65)E舵 η4嬬S.236.
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ロ イ シ ュ ・グル ー プの 唯一 の メ ンバ ーが,ヴ ェ ンツ ェ ルだ った6他 の メ ンバ ー

に対 す る裁 判 は,い っ さ い行 わ れ な か った 。 ヒム ラー の 侍 医Kerstenの 回想

す る と ころ に よれ ば,ヴ ェ ン ツ ェルへ の有 罪 判 決 に と って 決 定 的 だ った 事 由 は,

ヒ ム ラー の 前 副 官 で,の ち の ク リ ミ ヤ 総 督 と な る,当 時SS司 令 官van

　　

ヨ
Alvenslebenの 偽 証 で あ っ た とされ て い る。 ち な み に,.ヴ ェ ン ッェ ル は,ユ933

年 以 前 か らす で に,ア ル ヴ ェ ンス レー ベ ンが所 有 す る騎 士 農 場Schochwitzを

借 地 して い た 。.多額 の負 債 をか か え る アル ヴェ ンス レー ベ ンは,ヴ ェ ン ッ ェル

か ら得 た借 地 料 を,債 務 の返 済 に充 当 しな けれ ば な ら なか った 。 そ れ ば か りで

は な い己 ヴ ェ.ンツ ェ ル は,1936年 に,125,⑪00マ.ル ク もの 少 な か らぬ 貸 付 金 を

ア ル ヴ ェ ン ス レー ベ ンの ため に 融 通 して い た 。A.ブ エ ス は,ヴ ェ ンッ ェル の

こ の顛 末 を,「 支配 階級 自体 の所 有 戦 争 の 犠 牲 」鮒 に な った にす ぎぬ と論 断 した 。

.2そ の後の経緯67)

1944年7月20日 の 数 日後,ナ チ ス は,ヴ ェ ンツ ェ ル夫 妻 の 全 財 産 を 差 し押 さ

え た。 妻 の エ ラ は,有 罪判 決 を まぬ がれ た ものの,ベ ル リ ン近 郊 の か の 悪 名 高

き ラー ヴ ンス ブ リ ュ ッ ク(Ravensbruck)女 性 専 用 強 制収 容 所 に送 られ る。彼

女 は,翌1945年3月21日 に よ うや く釈 放 され た。 ア メ リカ軍 が トイチ ェ ン.ター

ル方 面 へ 同年4月13日 に進 駐 して きた の ち,エ ラ と息 子 の カー ル ・フ リー ドリ

ヒは,た だ ち に 財 産 取 りも ど しの 闘 い を 始 め る。 ア メ リ カ軍 当 局 は,ヴ ェ ン

ッ ェル の右 腕 だ った シ ュ タイ ドル を トイ チ ェ ン ター ル の村 長(B貢rgermeiste1)

66〕Ebenda,S.243.ロ イ シ ュ ・グ ル ー プ に,ゴ ス ヴ ァイ ラ ー(Kur!Gossweilヒr}の い わ ゆ る 「ア

メ リカ派 」 の シ ャハ ト 〔HjalmarSchacht)が 加 わ って い た こ とは,な に か し ら示 唆 的 で あ る,

「所 有 戦 争 の犠 牲 」 に な った だ け とい うA.ア エ ス の い さ さ か 浅 薄 な,こ の 結 論 づ け の み を もつ.

て し.ては,つ か み きれ ぬ微 妙 な 問 題 が こ こに は 潜 む。 と りあ えず,レ ー ニ ンの古 典 的 な文 言 を

使 っ て,資 本類 型 論 的 見 地 か ら,次 の よ う に 言 うだ け に と ど め て お こ う。 す な わ ち,当 該 の グ

ル ー プ を,「 民 主 的 な 資 本 」 と呼 ふ こ と に は確 か に 重 大 な 疑 義 が 残 る にせ よ,他 方.彼 らは,少

な く と も 「オ ク チ ャブ リス ト的 な 資 本 」 で は な か った と見 な して も よ い の で は な い か,と 。

1レ ー ニ ン全C第34巻,大 月 書 店,1959年,497-501ペ ー ジ,所 収 の 「ア ・エ ム ・ゴ ー1,キ ー

へ(1911年i月3日)」,K.ゴ ス ヴ ァイ ラ 一著,熊 谷一 男 翻 訳 『現 代 の7ァ シズ ム と金 融 資 本」

未 来 社,197ア 年,82-104ペ ー.ジ,を 参 照 。

.67)こ 二で の 分 析 は,お もに,A.Bues、 鳳 α.a,S.242-249,を 基礎 に して い る 。
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に,そ して,カ ー ル ・フ リー ドリヒ ・ヴ ェ ン ツ ェ ル を シ ョホ ヴ ィ ッ ツの村 長,

兼 農 民 指 導 者(Ortsbauem舳hrer)に 任 命 す る と と もに,1945年4月20日,

ヴ ェ ン ッ ェル の全 財 産 の返 還 を決 定 す る.し か し,.ヴ ェ ン ツ ェ ル社 の存 続 が 軌

道 に 乗 る か に 見 え た の も,つ か の 間 の こ とで あ ったpポ.ツ ダ ム協 定 に基 づ い て,

ソ連 軍 が ア メ リ カ軍 にか わ っ て 当 地 を 占 領 し,い わ ゆ る 「民 主 的 土 地 改 革 押

が 実 施 さ れ る 運 び とな 軌 ア メ リカ軍 政 当局 の先 の 決 定 は,白 紙撤 回 さ れ る こ

とに な った か らで あ る 。

C.F.ヴ ェ ン ツ ェ ル は,大 土 地 所 有 の 分 割 が 国 民 へ の栄 養 補給 に と って の マ

イナ ス要 因 で あ りこそす れ,決 して有 益 と は な らぬ で あ ろ う 旨を,地 方 土地 委

員 会 に対 しτ く り返 し陳情 す る。1945年10月11日 の 請 願 書が 述 べ る内容 は,声

涙 と もに くだ って い る 。す なわ ち,わ が ヴ ェ ン ツ ェ ル杜 の 大 土 地所 有 は,種 苗.

栽 培 を伴 う 「模 範 的 な有 機 的経 営(Zusammenwirtschaft)」 冊}を農 閑 して きた 。

農 工 「一 体 の経 営∫o:gemeinsameWirtschaftの 質 を高 め,も って,産 出 高 を

で き うる か ぎ り増 大 させ る た め の努 力 も.,惜.し み な く払 って きたつ も りで あ る。

.}地 改 革 が 実行 さ れ た あか つ き に,こ れ らの 経 済 的 支 出 の 成 果 が水 泡 に帰 す る

とす れ ぼ,そ れ は,ま こ とに勿 体 な い こ と なの で はあ る まい か 。 国 民 の 栄養 補

給 を 推 進 す る 上で の 多 大 の損 失 が 生 じるで あ ろ う帰 結 は,目 に 見 え て い るか ら

で あ る。 そ れ ゆ え,も.し も強 制 収 用 の実 施 が ど う して も避 け られ な い とい うの

で あ れ ば,少 な く ど も農 業 経 営 の 共 同遂 行(gemeinscliaftlicheBewirtschaf-

tung>だ け は,是 非 指 令 して い た だ きた いpあ わ せ て,100ヘ ク ター ル に満 た

な い 規 模 の,収 用 の 対 象 か ら外 され た 残 余 農 場(Restgut)を 二 つ だ け,母 と

自分 用 に 留 保 す る こ と を お 認 め い た だ けれ ば 幸 甚 で あ る,ζ 。C.F.ヴ ェ ン

.ッ ェル が 求 め た 残 余 農 場 は,ザ ル ツ.ミュ ンデ とFienstedtに 位 置 す る ものだ っ

6呂)E加 η面,S、245.

69〕,ア0)E6`η ぬ,S、246.ド イツ大土地所 有の一部が 果た した,周 辺 に散在 する 自余 の地 主農場 と

農民経 営の双方 に対す る模範 的な影響 とその教 育的効用 を含 意す る 「M.ウ ェーバー=H.一H.

ミュ ラー・的視点」の意義 を,こ こでいま 度 想起 してお くことも,あ ながち無駄で はないで あろ

う。なお,こ の点の詳細 について は,1は じめ に に挙 げた二つ の拙稿 を参照。

1
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た 。

また,.こ れ に先 立つ1945年10月4日 の エ ラの陳 情 書 で は,ザ ル ッ ミュ ンデ に

お いて 住 民 の 土 地 取 得 要 求 は皆 無 で あ る こ と,そ して,残 余 農 場 が エ ラ に与 え

られ る こ と は,当 地 の 農村 住 民 の願 い に も添 う健 全 な方 策 にほ か な らぬ 点 が 強

調 さ.れ,同 年 ユ0月3日 のC.F.ヴ ェ ンッ ェル の 請 願 書 の 場 合 に も,同 様 に,

フ ィエ ンシ ュ テ ッ ト農 場 の 留保 と近 在 の住 民 感 情 との一 致 が 力 説 され て い る7%

しか し,ザ クセ ン州 の 地 方 管 理 当 局 は,ヴ エ ン ツ ェ ル家 へ の フ ィエ ン シ 斗

.テ ッ ト農 場 の附 与 に限 って 妥協 した だ けで,ザ ル ッ ミュ ンデ の残 余 農 場 扱 い と

夫 土 地 所 有 の 「共 同管 理」吻 と の要 求 に 関 し ては,こ れ を 峻拒 した 。 この 決 定

.を不 服 と した カ ー ル ・フ リー ドリヒは抵 抗 を続 けるが,1945年11月14口,つ い,

に 逮捕 され る。 翌1946年4月30日 に釈放 され た彼 は,た だ ち に西 ドイ ツへ 赴 く。

しか し,そ の後,彼 は失 意 の うち に 自殺 を とげ,ド イ ツ大 土 地 所 有 の現 代 史 に

刻 まれ た悲 劇 の ひ と こま は,そ の 幕 を 閉 じた の で あ った7%

ア ウ シ ュ ヴ ィ ッに連 繋 す る一 筋 の連 続 線 で,ド イ ツ近現 代 史 に お け る 「コ.ン

カー の 歴 史 的罪 過」71)を厳 し く糾 弾 す る 「定言 的 に ア ンテ ィ ・グ ー ッヘ ル」75)と

71)こ こ に もま た,旧 東 独 の 「土 地 改 革 」 の 歴 史 的 評 価 に か か わ る微 妙 な 問 題が 潜 む よ うに思 わ れ

る 。 本稿 で は.と りあ えず,以 下 の一 点 の み を指 摘 して お きた い 。 す な わ ち,も しエ ラ ら の陳 述

どお り,残 余 農場 の留 保 が,当 地 の 住 民 感 情 に添 う もの で もあ った とす れ ば,そ れ は,地 主 と住

民 との 敵対 的 関 係 で は な い,ハ レ地 域 一 円 に お け る両 者 の,あ る種 独特 の 良 好 な 近 隣 関係 とで も

言 うべ き もの の存 在 を うか が わせ る か に 見 え るか らで あ る。H.ヴ ン ダー が,18世 紀 以 前 の 村 落

の 人 間 関 係 につ い て,「 地 主 ・農 民 関 係 の ア ン サ ンブ ル」 と呼 ん だ そ の 表 現 を 借 用 す る な ら ば,

ナチ ズ ム 下 に あ って もな お保 た れ た 「地 下 ・住 民 関 係 の ア ンサ ン ブル 」 と も言 え る地 域 住民 の生

き ざ ま を,こ こか らか い ま見 る思 いが す る と吾 っ て は,は た して 言 い す ぎで あ ろ うか 。VgLH,

Wunder,DasSeibstvers傾ndlichedenken.EjnVorschlagzurvergle当ch蝦ndenAn置1yse】 註nd【icber

Gesellscha正tenlnderFr曲cnNeuzeiちau5区eh巳ndv【pln。Model[oste亘biscレeGutshe[【schafゼ ゴ,ln:

JanPeters(Hrsg.},G配`∫ ノzβr解党ψ 諮 ∫ρ漁 た∫Mo4ε'乙 鞠 轡6勲8η4ε&fr㏄ ん耀㎎ 姻 興r免 η鹿・

'ゴoπ∫螺 爵 プ}勲 η㎜2溜 ゴ`舵γ伽 即 認薦 ビA幽 鵬MUncherL1995,S.35.

7£)A.Bues,砿 砿(λ,S.248.

73)ラ ー ヴ ンス ブ リ 」 ッ クに お け る 強制 収 容 所 生活 を経 験 した カ ー ルの 妻 エ ラは,第 二 次 世 界大 戦

直 後 の1949年 に,ハ レで 息 を ひ き と った。Vgl.8伽 血,S.249A㎜ 、1).

74)HaltmUtHarnisch、P～.ε ∫㎞`ん ψ βoゴ伽 ηろ四隅 〔ノπf餌 μ` 召々π88η 舘r猷 τσ1` 如々 ㎎ 伽

50幻 α霞漉oπo加56赴8η5か 嘘'κr如 η4〃ごみ8rG6う 雄詫 加 盈πMαr々Br姐4御 伽 ㎎ 御 用14始2翼 ㎜19

JahrhuademWeimar1968,S、264.
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い う厳 格 な観 点 が,旧 東 西 両 ドイ ツの 社 会 史 と農 業 史 の両 研 究 分 野 にあ って,

終 始 堅持 され 続 けた 一 つ の 基 礎 視 角 だ った こ と,そ して,そ の底 流 に息 づ い て

い た 「ル ソー=ジ ャ コバ ン」 的 な 原 則 的立 場 が,民 主 的 農 民 解 放 を 支持 す る見

地 を積 極 的 に継 承 しよ う とす る もの で あ った こ とは,も とよ り,充 分 評 価 され,

か つ 正 当 に受 け継 が れ て ゆ か な けれ ば な らな い。 しか し,最 後 に,誤 解 をお そ

れ ず にあ えて 比 喩 的 な 感 想 を 述 べ る とす れ ば,次 の よ うに な ろ うか 。 す なわ ち,

ドイ ツ大 土 地 所 有 が,一 方 に お い て,ア ウシ ュヴ ィツ に連 繋 す る 「20世紀 の ド

イ ツ史 にお け る連 続 性 の 問 題」了61を刻 印 づ け る 「重 い 歴 史 的負 荷 」7ηの 主 要 な 一.

契 機 だ った こ とは,否 定 す べ く もな い事 実 で あ り,先 述 の とお り,.こ の 点 が 深

.〈 銘 記 され て しか るべ きで あ る こ とは,言 わ ず もが なで あ る と して も,そ れ に

もか か わ ら ず,他 方,.ヴ ェ ン ッェ ル に象 徴 され る そ の 一 部 が,同 時 に,よ し

「英 雄 的 な 抵 抗 の 戦 士 野 で は な か っ た に せ よ,結 果 的 に,ナ チ ズ ム に よ り

「迫 害 され た 人 々」ゆ と して,先 の 「連 続 性 問 題 」 の 視 座 とは と りあ えず 別 個

の 仕 方 で,ラ ー ヴ ンス ブ リュ ック に も連 繋 した事 態 の 一 半 は,い っ た い.ど う

な って しま うの だ ろ うか 。H.一H,ミ ュ ラー のLI吻 を借 りて別 言 す る な ら ば,

「ア ンハ ル ト(Anhalt>.と ザ ク セ ン州 との 農 業 に お け る普 遍 的 現 象 で は い さ

さ か もな い」翻 例 外 事例 と割 り切 る だ けで は済 ま され ない,な にか し ら微 妙 な,

、欝響黙黙∵瓢二蕊.1
加 α吻 必 ゴ5あ 躍R4配 賦,Berlin・NewYork1991,S.呂02.'

76)H.一U.Wehler,D必D齪 醜 樒 施 庶 η厩 ζ'zZ8万一1918,Guttingrn1973,5.238 ,大 野 英 二 ・肥 前

栄 一 訳rド イ ツ 帝 国1871-1918年 」 未 来 社.1983年,344ペ ー ジ 。

77)E加 アκ砿S.2認.同 ヒ邦 訳 言,345ペ ー ジ 。

78),79>H.Ro5enberg,DiePs則dode皿Dkladsierung,S.28邑 前 掲 邦 訳 書,21ペ ー ジ 。

80)H.一H.Muller,Diε 。GesellsじhaftWlnschaft5amtG誠nsefurthm.b.H."一derVersuchzurRet.

tungelvesadligenGutes、in=」M意f6f'瑚 瑠 π ゴ衡 距rε 躍 ∫./差rAπ たα'露臨 雇 加 π礁 ∫々 〃"ぬ,2.Jg.,

1993.S.1日5.コ

81)少 な くとも,「 「ダーツヘル階層 の社会経 済的D妊fere口3ierun宮 分 化」を視野 に収めな けれ ばな

らない方法的必 要性」 と等 しなみの,「 ユンカー階級 の社 会経 済的分化」 を冷 静に精査すべ き,

プロイセン・ドイツ史上の一課題が依然 として残 る とだけは言って よいのではあ るまいか。.前掲

、 「西洋史研究』所 載の小 稿,同 誌,170-172ペ ージ,参 照 。


